
 

 

 

令和２年８月臨時 
 

四万十町教育委員会 
 

 

会 議 資 料（ 追 加 ） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和２年８月２６日（水）午前９時００分 

 
場 所：四万十町役場本庁東庁舎 ２階 町民活動支援室 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

承認 

 
① 承認第 1 号 専決処分の承認について（指定校区外就学の承認） 

 
② 承認第２号 専決処分の承認について（指定校区外就学の承認） 

 
③ 承認第３号 専決処分の承認について（会計年度任用職員の任用（発令）の 

承認） 

 
 
議案 

 
③ 議案第３号 四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

る条例の一部を改正する条例について 

 
④ 議案第４号 四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 



 
承認第１号 

  
専決処分の承認について 

 
指定校区外就学について、別紙のとおり四万十町教育委員会教育長に対する事務委

任規則第３条の規定に基づき、別紙のとおり専決したので、同規則第４条の規定に基

づきこれを報告し承認を求める。 

 
 

令和２年８月２６日 提出 

 
四万十町教育長 山脇 光章 
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専 決 書 

 
 
 指定校区外就学申請の承認について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任

規則第３条の規定に基づき、下記のとおり専決する。 

 
   令和２年８月１７日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 
 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 
令和２年８月１６日付けで、四万十町大井川 1841 番地３ 八木第 1 団地 641 号室 

保護者 木下 馨から十川中学校への指定校区外就学申請書が提出されたので、下記

のとおり承認する。 

 
 令和２年８月１７日        

 
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 

 

１ 児童生徒名   木下 煌
こう

  中学校第３学年 

２ 保護者氏名   木下 馨
かおる

 

３ 住民登録地   四万十町榊山町７番 69－34 号 
４ 就学指定校   窪川中学校 
５ 就 学 校   十川中学校 
６ 期   間    令和２年８月１７日 ～ 令和３年３月３１日 
７ 事   由    共に学んできた同級生と一緒に卒業したいという本人の考

えを尊重するため、在籍していた十川中学校への就学を希望し

ている。通学については、保護者が送迎する。 

 
校区外就学基準 NO１（学期途中の転居） 
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参考 

 
四万十町立小学校及び中学校における校区外就学に関する取扱要綱【抜粋】 

 
（校区外就学） 

第２条 四万十町教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、児童生徒の保護

者から教育委員会が指定する小学校又は中学校（以下「指定校」という。）の

変更を希望する旨の申請がなされた場合で、別表に掲げる基準のいずれかに該

当するときは、指定校の変更をすることができる。 

 
（申請） 

第３条 前条の規定により指定校の変更を希望する保護者は、指定校区外就学申

請書（様式第１号）に必要な書類を添付し、教育委員会に申請しなければなら

ない。 

 
（承認） 

第４条 教育委員会は、前条に規定する申請書を受理したときは、申請書及び添

付書類の内容を審査し、適当であると認められたものについて、指定校の変更

を承認するものとする。 
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別表（第２条関係） 

校区外就学基準 

№ 区分 事由 対象者 期間 備考（添付書類等） 

１ 学期途中

の転居 

四万十町内への転居で、引

き続き在籍していた学校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

当該学年の

終了まで 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

２ 留守家庭 勤務等により、児童の帰宅

時に保護者等が不在であ

り、児童を祖父母宅、知人、

学童保育等へ預けるため、

預かり先の住所地の指定校

に就学させたい場合 

小全学

年 

当該学年の

終了まで

（１年更

新） 

・預かり承諾書（様式第４

号） 

・在職証明書（様式第５号） 

 

３ 転居予定 新築等により、完成後又は

購入後の転居が確実であ

り、転居予定先の指定校に

就学させたい場合 

小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書、売買契

約書、入居契約書等の転居

を確認できる書類 

４ 住民票の

みの異動

（住宅融

資等） 

住民票が居所に無い場合 小・中

全学年 

転居日まで

（原則６か

月以内） 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・建築確認申請書等の住宅

建築を確認できる書類 

・居住証明書（様式第６号）

又は居住を確認できる書類 

５ 教育上等

の配慮 

いじめ、不登校、健康上等

の理由により校区外就学が

適当であると教育委員会が

認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・通学を希望する学校長の

意見書又は関係機関の意見

書等 

・医師の診断書（必要と認

められる場合） 

６ 地理的な

理由 

学校との距離により教育委

員会が特に校区外就学が適

当であると認めた場合 

小・中

全学年 

卒業時まで    

７ その他の

事情 

№１から６までに掲げる事

由のほか、教育委員会が特

に校区外就学が適当である

と認めた場合 

小・中

全学年 

必要と認め

られる期間 

・校区外就学協議書（様式

第３号） 

・事由要件による。 
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承認第２号 

  
専決処分の承認について 

 
指定校区外就学について、別紙のとおり四万十町教育委員会教育長に対する事務委

任規則第３条の規定に基づき、別紙のとおり専決したので、同規則第４条の規定に基

づきこれを報告し承認を求める。 

 
 

令和２年８月２６日 提出 

 
四万十町教育長 山脇 光章 

8



 
専 決 書 

 
 
 指定校区外就学申請の承認について、四万十町教育委員会教育長に対する事務委任

規則第３条の規定に基づき、下記のとおり専決する。 

 
   令和２年８月１７日 

            
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 
 

指定校区外就学申請の取り扱いについて 

 
令和２年８月１６日付けで、四万十町大井川 1841 番地３ 八木第 1 団地 641 号室 

保護者 木下 馨から十川中学校への指定校区外就学申請書が提出されたので、下記

のとおり承認する。 

 
 令和２年８月１７日        

 
                    四万十町教育長 山脇 光章 

 
 

記 

 

１ 児 童生徒 名   木下 華音
か の ん

  小学校第６学年 

２ 保 護者氏 名   木下 馨
かおる

 

３ 住 民登録 地   四万十町榊山町７番 69－34 号 
４ 就 学指定 校   窪川小学校 
５ 就 学 校   昭和小学校 
６ 期    間   令和２年８月１７日 ～ 令和３年３月３１日 
７ 事    由   共に学んできた同級生と一緒に卒業したいという本人の考

えを尊重するため、在籍していた昭和小学校への就学を希望し

ている。通学については、保護者が送迎する。 

 
校区外就学基準 NO１（学期途中の転居） 
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承認第３号 

 

専決処分の承認について 

 

 

令和２年８月２４日付け教育委員会会計年度任用職員の任用（発令）について、四

万十町教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき専決したので、

同規則第４条の規定に基づきこれを報告し承認を求める。 

 

令和２年８月２６日 提出 

 

四万十町教育長  山脇 光章 
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専 決 書 

 

 

令和２年度 教育委員会会計年度任用職員の任用（発令）について、四万十町 

教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条の規定に基づき、下記のとおり 

専決する。 

 

令和２年８月２４日 

            

                    四万十町教育長 山脇 光章 

 

 

記 

 

 

令和２年度 教育委員会関係会計年度任用職員（専決） 

 

 

令和２年８月２４日発令 

 

  生涯学習課     任用期間：令和２年８月 24 日～令和３年３月 31 日 

所 属 業務内容 氏 名 住 所 備考 

小鳩保育所 調理員 高橋 智鶴子 
四万十市西土佐 

江川 358-3 

子育て支援員

と併任 
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議案第３号 

 
 

四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

を改正する条例について 

 
 

四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年

四万十町条例第 18 号）の一部を別紙のように改正することについて、委員会の意見

を求める。 

 

 

令和２年８月２６日 提出       

 

                  四万十町教育長  山脇 光章 
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議案第  号 

 
四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について 

 
四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改

正する条例を次のように定める。 

 
  令和２年９月９日提出 

 
四万十町長 中尾 博憲 

 
四万十町条例第 号 

 

四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成 26 年

四万十町条例第 18 号）の一部を次のように改正する。 

第７条第４項中「家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連

携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」

に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(１) 町長が、法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育

事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置

その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に

係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必

要な措置を講じているとき。 

(２) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設の

確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第７条第５項中「前項」の次に「（同項第２号に該当する場合に限る。）」を加

える。 

第38条第４号中「場合」の次に「又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神

上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合」

を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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■議案第  号 四万十町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例について 

【要旨】 

「子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について」（令和

元年 12 月 10 日子ども・子育て会議）において、様々な対応策の活用により引き続き

教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入先

確保のための連携施設の確保は不要とすべきとされ、加えて保護者の疾患や障害等に

より養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能である

ことを明確化すべきとされました。 

これを受け、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令

（令和２年厚生労働省令第 40 号）が令和２年４月１日に施行されたことに伴い、所

要の条例改正を行うものです。 

 

【主な改正内容】 

１．連携施設（卒園後の受皿）についての緩和 

町長は、家庭的保育事業者等に確保することが求められている、卒園後の受入先

確保のための連携施設の確保義務に関する規定については、次の(1)又は(2)に該当

するときは適用しないこととすることができるとします。 

(1) 町長が、保育所、認定子ども園又は家庭的保育事業等の利用について調整を

行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児

を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了

に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保

育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、連携施設の確保が著

しく困難であると認めるとき。 

 

２．居宅訪問型保育事業の対象の拡充 

居宅訪問型保育事業における母子家庭等の乳幼児について、保護者が夜間及び深

夜の勤務に従事する場合のほか、保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若し

くは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合におい

ても保育を提供するものとします。 

 

【施行期日】 

 公布の日 

 

【新旧対照表】 

 別紙のとおり 
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別
紙

 

四
万
十
町

家
庭

的
保
育

事
業

等
の

設
備

及
び

運
営

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る

条
例

の
一
部

を
改

正
す
る

条
例

新
旧
対

照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

四
万

十
町

家
庭

的
保

育
事

業
等

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
平

成
2
6年

1
0月

２
日

条
例

第
18

号
 

四
万

十
町

家
庭

的
保

育
事

業
等

の
設

備
及

び
運

営
に

関
す

る
基

準
を

定
め

る
条

例
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
平
成

2
6年

1
0月

２
日
条

例
第

18
号
 

 
（

保
育

所
等

と
の
連

携
）
 

 
（

保
育

所
等

と
の
連

携
）
 

第
７

条
 

（
略

）
 

第
７

条
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

２
・

３
 

（
略

）
 

４
 
町

長
は

、
次
の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、
第

１
項

第
３

号
の

規
定

を
適

用
し

な
い
こ

と
と

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 
町

長
は

、
家

庭
的

保
育

事
業
者

等
に

よ
る
第

１
項

第
３
号

に
掲

げ
る
事

項
に

係
る

連
携

施
設

の
確
保

が
著

し
く
困

難
で

あ
る
と

認
め

る
と
き

は
、
同
号
の
規

定
を

適
用

し
な

い
こ
と

と
す

る
こ
と

が
で

き
る
。
 

(
１

)
 

町
長

が
、

法
第

2
4
条

第
３

項
の

規
定

に
よ

る
調

整
を

行
う

に
当

た
っ

て
、
家
庭
的
保

育
事
業

者
等

に
よ
る

保
育

の
提

供
を

受
け

て
い

た
利

用
乳

幼

児
を

優
先

的
に

取
り

扱
う

措
置

そ
の

他
の

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

保
育

の
提

供
の

終
了
に

際
し

て
、
利
用

乳
幼

児
に

係
る

保
護

者
の

希
望

に
基

づ
き

、
引
き
続

き
必
要

な
教

育
又
は

保
育

が
提

供
さ

れ
る

よ
う

必
要

な
措

置

を
講

じ
て

い
る

と
き
。
 

 

(
２

)
 

家
庭

的
保

育
事

業
者

等
に

よ
る

第
１

項
第

３
号

に
掲

げ
る

事
項

に
係

る
連

携
施

設
の

確
保
が

著
し

く
困
難

で
あ

る
と

認
め

る
と

き
（

前
号

に
該

当

す
る
場
合

を
除

く
。
）

。
 
 

 

５
 

前
項
（
同

項
第
２

号
に

該
当
す

る
場

合
に

限
る

。
）
の

場
合

に
お

い
て

、
家

庭
的
保
育

事
業

者
等
は

、
法

第
5
9
条

第
１

項
に
規

定
す

る
施
設

の
う

ち
、
次
に

掲
げ

る
も

の
（

入
所
定

員
が

2
0
人
以

上
の

も
の

に
限

る
。
）
で

あ
っ

て
町

長
が

適
当

と
認

め
る

も
の

を
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を

行
う

者
と

し
て

適
切
に

確
保

し
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 
前

項
の

場
合

に
お

い
て

、
家
庭

的
保

育
事
業

者
等

は
、
法

第
5
9
条
第

１
項
に

規
定

す
る

施
設

の
う

ち
、
次

に
掲

げ
る

も
の
（

入
所

定
員

が
20
人

以
上

の
も

の

に
限

る
。
）
で

あ
っ
て

町
長

が
適
当

と
認

め
る
も

の
を

第
１
項

第
３

号
に
掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
者

と
し

て
適

切
に

確
保

し
な

け
れ

ば
な

ら

な
い

。
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改
正
後
 

改
正
前
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略
）
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略
）
 

 
（

居
宅

訪
問

型
保
育

事
業

）
 

 
（

居
宅

訪
問

型
保
育

事
業

）
 

第
3
8
条
 

居
宅

訪
問
型

保
育

事
業
者

は
、
次
に
掲

げ
る

保
育
を

提
供

す
る
も

の
と

す
る

。
 

第
3
8
条
 

居
宅

訪
問
型

保
育

事
業
者

は
、
次
に
掲

げ
る

保
育
を

提
供

す
る
も

の
と

す
る

。
 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略
）
 

(
１

)
～

(
３

)
 

（
略
）
 

(
４

)
 
母

子
家

庭
等
（
母
子

及
び
父

子
並

び
に

寡
婦

福
祉

法
（

昭
和

3
9
年

法
律

第
1
2
9
号
）
第
６

条
第
５

項
に

規
定
す

る
母

子
家

庭
等

を
い

う
。
）
の

乳
幼

児

の
保

護
者

が
夜

間
及

び
深

夜
の

勤
務

に
従

事
す

る
場

合
又

は
保

護
者

の
疾

病
、
疲

労
そ
の

他
の
身

体
上
、
精
神
上

若
し

く
は

環
境

上
の

理
由

に
よ

り
家

庭
に

お
い

て
乳

幼
児
を

養
育

す
る
こ

と
が

困
難

な
場

合
へ

の
対

応
等

、
保
育

の
必

要
の

程
度

及
び
家

庭
等

の
状
況

を
勘

案
し

、
居

宅
訪

問
型

保
育

を
提

供

す
る

必
要

性
が

高
い
と

町
長

が
認
め

る
乳

幼
児

に
対

す
る

保
育

 

(
４

)
 
母

子
家

庭
等
（
母
子

及
び
父

子
並

び
に
寡

婦
福

祉
法
（
昭
和

3
9
年
法
律

第
1
2
9
号

）
第

６
条
第
５

項
に

規
定
す

る
母

子
家
庭

等
を

い
う
。
）
の
乳

幼
児

の
保

護
者

が
夜

間
及
び

深
夜

の
勤
務

に
従

事
す
る

場
合

へ
の
対

応
等
、
保
育

の
必

要
の

程
度

及
び
家

庭
等

の
状
況

を
勘

案
し
、
居
宅

訪
問
型

保
育

を
提
供

す
る

必
要

性
が

高
い
と

町
長

が
認
め

る
乳

幼
児
に

対
す

る
保
育
 

(
５

)
 
（

略
）
 

(
５

)
 
（

略
）
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議案第４号 

 
 

四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 
 

四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成26年四万十町条例第19号）の一部を別紙のように改正することについて、

委員会の意見を求める。 

 

 

令和２年８月２６日 提出       

 

                  四万十町教育長  山脇 光章 
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議案第  号 

 
四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例について 

 
四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 
  令和２年９月９日提出 

 
四万十町長 中尾 博憲 

 
四万十町条例第 号 

 

四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例 

 

四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める

条例（平成 26 年四万十町条例第 19 号）の一部を次のように改正する。 

第43条第４項中「特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める」を「次の各号のいずれかに該当する」

に、「同号」を「第１項第３号」に改め、同項に次の各号を加える。 

(１) 町長が、児童福祉法第24条第３項の規定による調整を行うに当たって、特

定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けていた満３歳未満保

育認定こどもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保育事業者による

特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定子どもに係る

教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育・保育が提供

されるよう必要な措置を講じているとき。 

(２) 特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除く。）。 

第５項中「前項」の次に「（第２号に係る部分に限る。）」を加える。 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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■議案第  号 四万十町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

【要旨】 

「子ども・子育て支援新制度施行後５年の見直しに係る対応方針について」（令和

元年 12 月 10 日子ども・子育て会議）において、様々な対応策の活用により引き続き

教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入先

確保のための連携施設の確保は不要とすべきとされ、加えて保護者の疾患や障害等に

より養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能である

ことを明確化すべきとされました。 

これを受け、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育

て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年内閣府令第33号）

が令和２年４月１日に施行されたことに伴い、所要の条例改正を行うものです。 

 

【主な改正内容】 

１．連携施設（卒園後の受皿）についての緩和 

町長は、特定地域型保育事業者に確保することが求められている、卒園後の受入

先確保のための連携施設の確保義務に関する規定については、次の(1)又は(2)に該

当するときは適用しないこととすることができるとします。 

(1) 町長が、保育所、認定こども園又は特定地域型保育事業の利用について調整

を行うに当たって、特定地域型保育事業者による特定地域型保育の提供を受けて

いた満３歳未満保育認定子どもを優先的に取り扱う措置その他の特定地域型保

育事業者による特定地域型保育の提供の終了に際して、当該満３歳未満保育認定

子どもに係る教育・保育給付認定保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又

は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(2) 特定地域型保育事業者による保育の提供の終了に際して、連携施設の確保が

著しく困難であると認めるとき。 

 

【施行期日】 

 公布の日 

 

【新旧対照表】 

 別紙のとおり 
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別
紙

 

四
万
十
町

特
定

教
育
・

保
育

施
設

及
び

特
定

地
域

型
保

育
事

業
の

運
営

に
関

す
る

基
準

を
定

め
る
条
例

の
一

部
を
改

正
す

る
条
例

新
旧

対
照
表
 

改
正
後
 

改
正
前
 

四
万

十
町

特
定

教
育
・
保
育

施
設
及

び
特

定
地

域
型

保
育

事
業

の
運

営
に

関
す
る

基
準
を
定

め
る

条
例
 

 
 

 
 

 
 

 
 
平
成

2
6
年

1
0
月
２

日
条

例
第

1
9
号
 

四
万

十
町

特
定

教
育
・
保
育

施
設
及

び
特

定
地
域

型
保

育
事
業

の
運

営
に
関

す
る

基
準
を
定

め
る

条
例
 

 
 

 
 
 

 
 

 
平
成

2
6
年

1
0
月
２

日
条

例
第

1
9
号
 

（
特

定
教

育
・

保
育
施

設
等

と
の
連

携
）

 
（

特
定

教
育

・
保
育
施

設
等

と
の
連

携
）
 

第
4
3条

 
（
略

）
 

第
4
3条

 
（

略
）

 

２
・

３
 

（
略

）
 

 
２

・
３

 
（

略
）

 

４
 
町

長
は

、
次
の
各

号
の

い
ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、
第

１
項

第
３

号
の

規
定

を
適

用
し

な
い
こ

と
と

す
る
こ

と
が

で
き

る
。

 

４
 
町

長
は

、
特

定
地

域
型

保
育
事

業
者

に
よ
る

第
１

項
第
３

号
に

掲
げ
る

事
項

に
係

る
連

携
施

設
の
確

保
が

著
し
く

困
難

で
あ
る

と
認

め
る
と

き
は

、
同
号
の

規
定

を
適

用
し

な
い
こ

と
と

す
る
こ

と
が

で
き
る

。
 

(
１

)
 
町

長
が
、
児

童
福
祉

法
第

2
4
条
第

３
項

の
規

定
に

よ
る

調
整

を
行

う
に

当
た

っ
て
、
特

定
地
域

型
保

育
事
業

者
に

よ
る

特
定

地
域

型
保

育
の

提
供

を

受
け

て
い

た
満

３
歳

未
満

保
育

認
定

子
ど

も
を

優
先

的
に

取
り

扱
う

措
置

そ
の

他
の

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ

る
特

定
地

域
型

保
育

の
提

供
の

終
了

に
際

し
て
、
当
該
満
３

歳
未
満

保
育

認
定

子
ど

も
に

係
る

教
育
・
保

育

給
付

認
定

保
護

者
の
希

望
に

基
づ
き
、
引

き
続

き
必

要
な

教
育
・
保

育
が

提

供
さ

れ
る

よ
う

必
要
な

措
置

を
講
じ

て
い

る
と

き
。

 

 

(
２

)
 

特
定

地
域

型
保

育
事

業
者

に
よ

る
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

施
設

の
確
保

が
著

し
く
困

難
で

あ
る

と
認

め
る

と
き
（

前
号

に
該

当
す

る
場

合
を

除
く
。

）
。
 

 

５
 

前
項
（
第

２
号
に

係
る

部
分
に

限
る

。
）
の

場
合

に
お

い
て

、
特

定
地

域
型

保
育

事
業

者
は

、
児

童
福

祉
法

第
59
条

第
１

項
に

規
定

す
る

施
設

の
う

ち
、
次

に
掲
げ
る

も
の
（
入
所

定
員

が
2
0
人

以
上

の
も
の

に
限

る
。
）
で
あ

っ
て
、
町

長
が

適
当

と
認

め
る

も
の

を
第

１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協

力
を

行
う

者
と

し
て
適

切
に

確
保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

５
 
前

項
の

場
合

に
お

い
て

、
特
定

地
域

型
保
育

事
業

者
は
、
児
童

福
祉
法

第
59

条
第
１
項

に
規

定
す
る

施
設

の
う
ち

、
次

に
掲
げ

る
も

の
（
入

所
定

員
が

2
0
人

以
上

の
も

の
に

限
る
。
）
で

あ
っ
て

、
町

長
が
適

当
と

認
め
る

も
の

を
第
１
項

第
３

号
に

掲
げ

る
事

項
に

係
る

連
携

協
力

を
行

う
者

と
し

て
適

切
に

確
保

し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い
。
 

23



改
正
後
 

改
正
前
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略
）
 

(
１

)
・

(
２

)
 

（
略
）
 

６
～

９
 

（
略

）
 

６
～

９
 

（
略

）
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